
平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉村町 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま、一般社団法人「後見人サ

ポート機構」 

委託内容：研修会の企画、運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

対  象 群馬県民８０人程度 

 

講座内容 成年後見の趣旨と仕組み 

申し立ての実務 

財産管理業務の実務 

身上監護業務の実務 

家裁や被後見人との関係 

後見ネットワーク 

その他 

 

講  師 大学教員 

法律関係者 

その他 

 

連携先  一般社団法人「後見人サポート機構」 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

1月 6日 成年を後見する仕事の話<後見概論> 宮内康二氏(東京大学) 

     群馬県立女子大学 13:30～16:15 76名参加 

2月 16日 社会性の障害としての認知症 牧陽子氏(群馬大学) 

     群馬県立女子大学 13:30～16:00 83名参加 

3月 16日 成年後見の今までとこれから 小池信行氏(後見人ｻﾎﾟｰﾄ機構代表理事) 

    群馬県立女子大学 13:30～16:10 72名参加 

（合計 7時間 30分） 

 

 

備      考 

 

 

25年度以降の市民後見人養成講座開催に向けた基礎研修という位置付け。 

会場は群馬県立女子大学または文化センターを予定し、学生の参加も促す。 

 

 

 

 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉村町 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：一般社団法人「後見人サポート機構」 

委託内容：成年後見連携ネットワーク会合の開催 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 的  ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんまに、庁内福祉関係部署ならび

に関係諸機関から後見ニーズが連絡されるよう、庁内で福祉系緒

課を中心とする関係課横断型の成年後見連携ネットワーク会合を

開催する。また、町職員や議会議員に成年後見制度や市民後見人

の必要性を理解してもらうことを目的に講演会を開催する。 

 

方 法 成年後見連携ネットワーク会合の開催（２回開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

11月 29日 「成年後見制度と市民後見」講演会を開催 13:30～15:00 

 講師：宮内康二氏(東京大学政策ビジョン研究センター) 

 副町長、議会議員、課長、室長、課長補佐を対象 23人参加 

2月 12日 「市民後見連携ネットワーク会議」を開催予定 10:00～12:00 

 参加予定者 民生委員児童委員協議会会長、ＮＰＯ法人ウェルサポート

ぐんま、町健康福祉課社会福祉係、介護保険係、保健センター、高齢政

策係 

 オブザーバー 宮内康二氏(東京大学政策ビジョン研究センター) 

 

備      考 

 

 

町長申立の案件を、ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんまの会員２名を受任者

として前橋家裁に申し立てを行った。（1月 30日） 

2月 25日前橋家庭裁判所から後見開始の審判を受けた。 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉村町 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：一般社団法人「後見人サポート機構」 

委託内容：市民後見法人に対するアドバイス、評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

目的 ＮＰＯ法人の適正な活動のための支援を行う 

方法 一般社団法人「後見人サポート機構」により 

対象 ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま 

ＮＰＯ法人成年後見センター群馬 

 

② 

目的 ＮＰＯ法人同士が情報交換を行うことで、今後の体制整備などに役

立てる 

方法 一般社団法人後見人サポート機構の会員等による情報交換会の開催 

対象 ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま 

ＮＰＯ法人成年後見センター群馬 

 

③ 

目的 ＮＰＯ法人の運営評価を行い、課題を抽出し今後の活動に役立てる 

方法 一般社団法人後見人サポート機構によるヒアリング及び資料の提出 

対象 ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま 

ＮＰＯ法人成年後見センター群馬 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

①11月～３月 

②1月 11日 ＮＰＯ法人市民後見センターさいたまとの情報交換会 

 場所 さいたま市市民活動センター 15:00～18：30 

 参加者 ＮＰＯ法人市民後見センターさいたま(5名)、ＮＰＯ法人成年後

見センター群馬(2 名)、ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま(2

名)、町職員(2名)、一般社団法人後見人サポート機構(1名) 

③平成 25年 3月 22日実施 

一般社団法人後見人サポート機構からの報告書の提出 

 

備      考 

 

・法人後見や市民後見専用の損害賠償責任保険加入を促す(ＮＰＯ法人ウェ

ルサポートぐんま、ＮＰＯ法人成年後見センター群馬) 

・後見業務を円滑にする事務ソフトウェアの導入(ＮＰＯ法人ウェルサポー

トぐんま) 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉村町 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：①ＮＰＯ法人成年後見センター群馬 

②一般社団法人「後見人サポート機構」 

委託内容：①成年後見制度啓発講演会及び相談会の開催 

     ②前橋家庭裁判所との定期的な協議 

     ③群馬県介護高齢課との定期的な協議 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

目 的 ①成年後見制度啓発講演会及び相談会を通じ後見のニーズを把握

し、必要に応じて利用へつなげる。また、アンケートを参加者に

行い市民後見に興味のある人を抽出し、来年度以降開催する市民

後見人養成講座への参加を促す。 

    ②後見する方もされる方も法人による後見を望む現況から、個人

ではなくＮＰＯ法人を選任することについて、前橋家庭裁判所と

定期的な協議を行う。 

    ③市民後見人の活動の推進に向け群馬県に働きかけを行う。 

方 法 ①県内の市（伊勢崎市、桐生市）と連携して、圏域住民等に成年

後見を知らせるための講演会及び成年後見相談会を開催する。 

対 象 ①１カ所につき１００～３００人程度 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

開催日 

・1月 24日 「講談を聞いて納得！ 成年後見制度」 13:30～15:30 

  桐生市民及び群馬県民 桐生市市民文化会館小ホール 230名参加 

・1月 25日 「講談で学ぶ成年後見制度」11:00～12:00 

  伊勢崎市民生児童委員協議会委員 伊勢崎市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 175名参加 

共通 講談師 神田織音 講師 宮内康二氏 

アンケート及び相談会も実施 

②開催日 平成 25年 3月 11日 前橋家庭裁判所 

     一般社団法人後見人サポート機構 代表理事  小池信行氏 

     東京大学政策ビジョン研究センター 特任助教 宮内康二氏 

     ＮＰＯ法人ウェルサポートぐんま 理事長  清水 和夫氏 

ＮＰＯ法人成年後見センター群馬 理事長  細井 靖子氏 

③開催日 平成 25年 1月 30日 宮内康二氏、群馬県社協  津久井 篤氏 

     平成 25年 3 月 11 日 小池信行氏、宮内康二氏、ＰＯ法人ウェ

ルサポートぐんま理事長、ＮＰＯ法人成年後見センター群馬理

事長 

 

備      考 

② 法人受任及び申立手続きの簡素化等について協議 

③ 24 年度の玉村町の市民後見推進事業の取り組み状況の報告並びに 25

年度における群馬県の取り組み方法について協議 

 

別添 


